
経商経第１８２８号  

令和７年１１月２７日  

 

各 位 

 

さいたま市長 清水 勇人  

 

東日本連携センターの利用料金改定について（通知） 

 

 日頃から東日本連携の推進に御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

 東日本連携センター（愛称：まるまるひがしにほん）の利用料金について、令

和８年４月１日より改定することとなりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 改定内容 別紙のとおり 

 

２ 改定時期 令和８年４月１日（水）利用分から 

 

３ 主な改定箇所 

【１階】・１フロアの平日料金引下げと、土日祝日料金の引上げ 

       ・４、５月におけるオフピーク料金の導入 

       ・４日以上利用の場合の割引の廃止 

       ・東日本連携都市が利用する場合の特別割引の導入 

   【２階】・メインフロア、個室の１日利用料金の引下げ 

 

４ そ の 他 ・本通知発出以前に予約（仮予約含む）や参考見積を取得した場 

合は、旧料金と新料金を比較し、低い方を適用します。 

 

【問合せ先】 

・本通知について 

さいたま市経済局商工観光部経済政策課 担当 赤羽・藤田 

TEL：048-829-1401 

E-MAIL：keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp 

  ・施設の予約等について 

   東日本連携センター（まるまるひがしにほん） 担当 菊池・小松 

   TEL：048-856-9111 

mailto:keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp


別 紙 

東日本連携センター 利用料金一覧（令和８年度以降） 

【～令和７年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和８年度～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記料金は全て税込みです。 

※上記のほか、販売手数料 8％を頂戴します。 

※東日本連携都市が 1 階を利用する場合、上記価格からさらに 2割引いたします。 


